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令 和 ３ 年 第 ３ 回 小 城 市 議 会 定 例 会 提 案 理 由  

（ 令 和 ３ 年 ９ 月 １ 日 開 会 ）  

 

お は よ う ご ざ い ま す 。本 日 こ こ に 、令 和 ３ 年 第 ３ 回 小

城 市 議 会 定 例 会 を 招 集 い た し ま し た と こ ろ 、議 員 の 皆 様

に は 、 御 参 集 を 賜 り 厚 く 御 礼 申 し 上 げ ま す 。  

 そ れ で は 、こ れ よ り 本 議 会 に 提 案 い た し て お り ま す 議

案 の う ち 、先 議 を お 願 い し た い 分 か ら 提 案 理 由 を 御 説 明

申 し 上 げ ま す 。  

 

議 案 第 5 7 号  令 和 ３ 年 度 小 城 市 一 般 会 計 補 正 予 算

（ 第 ６ 号 ） は 、 既 定 の 歳 入 歳 出 予 算 に 、 そ れ ぞ れ １ 億

8 , 7 8 3 万 ２ 千 円 を 追 加 し 、補 正 後 の 予 算 の 総 額 を 歳 入 歳

出 そ れ ぞ れ 2 2 9 億 9 , 4 9 2 万 ４ 千 円 と す る も の で ご ざ い

ま す 。  

 

そ れ で は 、補 正 の 主 な 内 容 に つ い て 、ま ず 歳 出 か ら 御

説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 

今 回 の ６ 号 補 正 に つ き ま し て は 、令 和 ３ 年 ８ 月 の 大 雨

に よ り 発 生 し た 災 害 等 の 対 応 に 必 要 な 予 算 を 計 上 す る

も の で ご ざ い ま す 。  

 

第 ４ 款  衛 生 費 で ご ざ い ま す が 、「 職 員 人 件 費 」で は 、

災 害 ご み の 受 入 対 応 に 必 要 で あ っ た 職 員 の 時 間 外 勤 務
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手 当 と「 廃 棄 物 処 分 事 業 」で は 、災 害 ご み 処 理 の た め の

委 託 料 を 計 上 し て お り ま す 。  

 

第 ９ 款  消 防 費 で ご ざ い ま す が 、「 防 災 対 策 事 業 」 で

は 、水 防 体 制 や 罹 災 証 明 の 受 付 対 応 な ど に 必 要 な 職 員 の

時 間 外 勤 務 手 当 を 計 上 し て お り ま す 。  

 

第 1 1 款  災 害 復 旧 費 で ご ざ い ま す が 、 １ 項 の 鉱 害 復

旧 施 設 維 持 管 理 費 で は 、各 鉱 害 排 水 機 場 の ポ ン プ 運 転 の

た め の 燃 料 費 や ポ ン プ 施 設 の 不 具 合 対 応 の た め の 工 事

請 負 費 等 を 計 上 し て お り ま す 。  

次 に 、「 農 地 及 び 農 業 用 施 設 災 害 復 旧 事 業 」、「 林 業 施

設 災 害 復 旧 事 業 」、「 道 路 橋 り ょ う 災 害 復 旧 事 業 」、「 河 川

災 害 復 旧 事 業 」に つ き ま し て は 、農 道 、林 道 、市 道 、河

川 等 の 被 災 に よ る 、土 砂 撤 去 等 応 急 対 策 工 事 費 や 原 形 復

旧 す る た め の 測 量 設 計 費 を 計 上 し て お り ま す 。  

な お 、「 河 川 災 害 復 旧 事 業 」 に つ き ま し て は 、 Ｊ Ｒ 唐

津 線 の 近 接 工 事 と な る た め に Ｊ Ｒ へ の 工 事 負 担 金 を 計

上 し て お り ま す 。  

 

以 上 、歳 出 の 主 な 内 容 に つ い て 申 し 上 げ ま し た が 、歳

入 に つ き ま し て は 、鉱 害 排 水 機 場 に 関 す る も の は 鉱 害 復

旧 施 設 維 持 管 理 基 金 繰 入 金 を 計 上 し 、そ の 他 に つ き ま し

て は 、財 政 調 整 基 金 繰 入 金 に よ り 財 源 を 調 整 す る も の で

ご ざ い ま す 。  
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以 上 、先 議 分 の 議 案 に つ き ま し て は 、そ の 概 要 を 御 説

明 申 し 上 げ ま し た が 、御 審 議 の 上 、御 承 認 賜 り ま す よ う

よ ろ し く お 願 い 申 し 上 げ ま す 。  

 

そ れ で は 、引 き 続 き 、本 議 会 に 提 案 い た し て お り ま す

議 案 の 提 案 理 由 を 御 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 

ま ず 、 議 案 第 4 6 号  小 城 市 職 員 の 服 務 の 宣 誓 に 関 す

る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 で ご ざ い ま す が 、職 員 の 服

務 の 宣 誓 に お け る 書 面 へ の 押 印 及 び 署 名 を 不 要 と す る

た め 、 所 要 の 規 定 の 整 備 を 行 う も の で ご ざ い ま す 。  

 

 次 に 、 議 案 第 4 7 号  小 城 市 過 疎 地 域 持 続 的 発 展 計 画

に つ い て で ご ざ い ま す が 、令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 付 け で 旧 芦

刈 町 が 過 疎 地 域 に 指 定 さ れ た こ と に 伴 い 、令 和 ３ 年 度 か

ら 令 和 ７ 年 度 ま で の 計 画 と し て 、過 疎 地 域 の 持 続 的 発 展

の 支 援 に 関 す る 特 別 措 置 法 第 ８ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、

議 会 の 議 決 を 経 て 策 定 す る も の で ご ざ い ま す 。  

 

次 に 、 議 案 第 4 8 号  佐 賀 中 部 広 域 連 合 規 約 の 変 更 に

つ い て で ご ざ い ま す が 、 地 方 自 治 法 第 2 9 1 条 の ３ 第 １

項 の 規 定 に よ り 、広 域 連 合 規 約 を 変 更 す る こ と に つ い て 、

同 法 第 2 9 1 条 の 1 1 の 規 定 に よ り 、 関 係 地 方 公 共 団 体 の

議 会 の 議 決 が 必 要 と な る た め 、議 会 の 議 決 を 求 め る も の

で ご ざ い ま す 。  
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変 更 の 内 容 で ご ざ い ま す が 、介 護 保 険 及 び 消 防 に 関 す

る 事 務 に 共 通 す る 経 費 の 負 担 割 合 に か か る 規 定 の 追 加

等 に 伴 い 改 正 を 行 う も の で ご ざ い ま す 。  

 

次 に 、 議 案 第 4 9 号 及 び 議 案 第 5 0 号  字 の 区 域 の 変

更 に つ い て で ご ざ い ま す が 、「 隣 接 し た 自 己 の 所 有 地 を

合 筆 し た い の で 、 字 の 変 更 を し て 欲 し い 。」 旨 の 申 し 出

が あ り ま し た の で 、字 の 区 域 を 変 更 す る も の で ご ざ い ま

す 。  

 

続 き ま し て 、決 算 関 係 議 案 に つ き ま し て 御 説 明 申 し 上

げ ま す 。  

 

ま ず 、 議 案 第 5 1 号  令 和 ２ 年 度 小 城 市 一 般 会 計 歳 入

歳 出 決 算 認 定 に つ い て で ご ざ い ま す が 、歳 入 に つ き ま し

て は 、 予 算 現 額 2 9 2 億 7 , 8 7 9 万 6 , 1 7 0 円 に 対 し ま し て 、

調 定 額 が 2 7 7 億 2 , 9 3 3 万 7 , 5 8 2 円 、 収 入 済 額 が 2 7 6 億

2 , 2 4 5 万 8 , 8 3 5 円 で 、不 能 欠 損 額 が 2 4 4 万 8 , 2 1 9 円 、収

入 未 済 額 が 1 億 4 4 3 万 5 2 8 円 と な っ て お り ま す 。  

収 入 未 済 額 の 主 な 内 容 に つ き ま し て は 、市 税 9 , 4 7 9 万

7 , 0 5 0 円 、 諸 収 入 7 5 5 万 9 , 0 6 5 円 な ど で ご ざ い ま す 。  

な お 、市 税 の 収 納 率 に つ き ま し て は 、前 年 度 よ り 0 . 2

ポ イ ン ト 低 下 し 、 9 7 . 8％ と な っ て お り ま す 。  

ま た 、歳 出 に つ き ま し て は 、予 算 現 額 2 9 2 億 7 , 8 7 9 万

6 , 1 7 0 円 に 対 し ま し て 、支 出 済 額 が 2 7 0 億 7 , 1 2 5 万 9 , 0 0 1
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円 と な っ て お り ま す 。  

以 上 の こ と か ら 、 歳 入 歳 出 差 引 額 は ５ 億 5 , 1 1 9 万

9 , 8 3 4 円 と な っ て お り ま す 。  

 

 次 に 、 議 案 第 5 2 号  令 和 ２ 年 度 小 城 市 国 民 健 康 保 険

特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 認 定 に つ い て で ご ざ い ま す が 、歳

入 に つ き ま し て は 、 予 算 現 額 5 0 億 6 , 9 1 4 万 ４ 千 円 に 対

し ま し て 、 調 定 額 が 5 2 億 1 , 7 0 7 万 2 , 4 0 9 円 、 収 入 済 額

が 5 0 億 9 , 2 7 8 万 7 , 2 8 2 円 で 、 不 納 欠 損 額 3 8 9 万 9 , 5 4 1

円 、 収 入 未 済 額 が １ 億 2 , 0 3 8 万 5 , 5 8 6 円 と な っ て お り

ま す 。  

次 に 、 歳 出 に つ き ま し て は 、 予 算 現 額 5 0 億 6 , 9 1 4 万

４ 千 円 に 対 し ま し て 、 支 出 済 額 が 4 9 億 9 , 0 5 3 万 3 , 7 0 6

円 と な っ て お り ま す 。  

以 上 の こ と か ら 、歳 入 歳 出 差 引 額 は 1 億 2 2 5 万 3 , 5 7 6

円 と な っ て お り ま す 。  

 

次 に 、 議 案 第 5 3 号  令 和 ２ 年 度 小 城 市 後 期 高 齢 者 医

療 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 認 定 に つ い て で ご ざ い ま す が 、

歳 入 に つ き ま し て は 、 予 算 現 額 ５ 億 7 , 7 5 1 万 １ 千 円 に

対 し ま し て 、調 定 額 が ５ 億 7 , 4 4 1 万 9 , 0 6 3 円 、収 入 済 額

が ５ 億 7 , 3 0 4 万 5 , 6 6 3 円 で 、 不 納 欠 損 額 ５ 万 6 , 1 0 0 円 、

収 入 未 済 額 が 1 3 1 万 7 , 3 0 0 円 と な っ て お り ま す 。  

次 に 、歳 出 に つ き ま し て は 、予 算 現 額 ５ 億 7 , 7 5 1 万 １

千 円 に 対 し ま し て 、 支 出 済 額 が ５ 億 6 , 3 8 9 万 9 , 9 4 3 円
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と な っ て お り ま す 。  

以 上 の こ と か ら 、 歳 入 歳 出 差 引 額 は 9 1 4 万 5 , 7 2 0 円

と な っ て お り ま す 。  

 

 次 に 、 議 案 第 5 4 号  令 和 ２ 年 度 小 城 市 水 道 事 業 会 計

利 益 の 処 分 及 び 決 算 の 認 定 で ご ざ い ま す が 、 は じ め に 、

令 和 ２ 年 度 の 業 務 量 に つ い て 御 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

給 水 戸 数 は 、前 年 度 よ り 1 0 4 戸 増 の 7 , 2 3 2 戸 、年 間 有

収 水 量 は 1 6 4 万 1 , 5 8 3 立 方 メ ー ト ル で 、 前 年 度 よ り

3 . 7％ の 増 と な っ て お り ま す 。 有 収 率 は 8 6 . 7 8％ で 、 前

年 度 よ り 0 . 1 3 ポ イ ン ト の 減 と な っ て お り ま す 。  

次 に 、収 益 的 収 入 及 び 支 出 に つ い て 御 説 明 申 し 上 げ ま

す 。  

営 業 収 益 に つ き ま し て は 、 ２ 億 7 , 9 8 9 万 8 , 0 3 6 円 で 、

前 年 度 よ り 4 . 6％ の 増 、 営 業 費 用 は 2 億 5 , 2 7 8 万 7 , 5 6 4

円 で 、 前 年 度 よ り 9 . 2％ の 増 と な り 、 営 業 利 益 は 2 , 7 1 1

万 4 7 2 円 と な っ て お り ま す 。  

次 に 、営 業 外 収 益 に つ き ま し て は 、 1 , 6 0 4 万 1 , 7 6 1 円

で 、前 年 度 よ り 1 8 . 1％ の 増 、営 業 外 費 用 は 9 0 2 万 5 , 8 43

円 で 、 前 年 度 よ り 1 3 . 6％ の 減 と な っ て お り ま す 。  

以 上 の こ と か ら 、収 益 合 計 か ら 費 用 合 計 を 差 し 引 い た

当 年 度 の 純 利 益 は 3 , 4 1 2 万 6 , 3 9 0 円 と な っ て お り ま す 。 

次 に 、資 本 的 収 入 及 び 支 出 で は 、資 本 的 収 入 は 2 0 4 万

1 , 0 0 0 円 、資 本 的 支 出 は 6 , 7 4 4 万 3 , 8 0 0 円 と な っ て お り

ま す 。  
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ま た 、当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 は １ 億 5，7 7 2 万 1 , 0 6 9

円 と な っ て お り ま す 。  

利 益 の 処 分 と い た し ま し て 、 未 処 分 利 益 剰 余 金 か ら

2 , 0 0 0 万 円 を 建 設 改 良 積 立 金 に 積 み 立 て 、 残 り の １ 億

3 , 7 7 2 万 1 , 0 6 9 円 を 繰 越 利 益 剰 余 金 と す る も の で ご ざ い

ま す 。  

 

 次 に 、 議 案 第 5 5 号  令 和 ２ 年 度 小 城 市 病 院 事 業 会 計

決 算 認 定 に つ い て で ご ざ い ま す が 、は じ め に 、令 和 ２ 年

度 の 業 務 量 に つ い て 御 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

入 院 患 者 延 数 は 、 1 5 , 0 3 0 人 で 前 年 度 よ り 5 , 3 4 7 人

（ 2 6 . 2 4％ ） の 減 と な り 、 １ 日 平 均 患 者 数 4 1 . 1 8 人 、 病

床 利 用 率 は 4 1 . 5 9％ と な っ て お り ま す 。 外 来 患 者 数 は 、

3 0 , 5 7 7 人 で 前 年 度 よ り 9 , 2 3 3 人（ 2 3 . 1 9％ ）の 減 と な り 、

１ 日 平 均 患 者 数 は 1 2 6 . 3 5 人 と な っ て お り ま す 。  

次 に 、収 益 的 収 入 及 び 支 出 に つ い て 御 説 明 申 し 上 げ ま

す 。  

医 業 収 益 に つ き ま し て は ､８ 億 2 , 1 9 2 万 6 , 1 2 0 円 で 前

年 度 よ り ２ 億 9 5 9 万 1 , 5 8 7 円（ 2 0 . 3％ ）の 減 、医 業 費 用

に つ き ま し て は 、 1 1 億 8 , 2 2 8 万 3 , 9 7 6 円 で 前 年 度 よ り

9 , 2 3 3 万 9 , 6 7 4 円 （ 7 . 2％ ） の 減 と な り 、 医 業 損 失 は ３

億 6 , 0 3 5 万 7 , 8 5 6 円 と な っ て お り ま す 。  

次 に 、医 業 外 収 益 に つ き ま し て は ､７ 億 5 , 4 1 5 万 4 , 3 7 3

円 で 、 前 年 度 よ り ６ 億 2 , 1 4 8 万 4 , 8 5 2 円 （ 4 6 8 . 4％ ） の

増 、医 業 外 費 用 に つ き ま し て は 、 2 , 5 1 6 万 3 , 9 0 7 円 で 前
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年 度 よ り 1 1 8 万 7 , 8 5 3 円 （ 4 . 5％ ） の 減 と な り 、 医 業 外

利 益 は ７ 億 2 , 8 9 9 万 4 6 6 円 と な っ て お り ま す 。  

以 上 の こ と か ら 、収 益 合 計 か ら 費 用 合 計 を 差 し 引 い た

当 年 度 の 経 常 利 益 は ３ 億 6 , 8 6 3 万 2 , 6 1 0 円 と な っ て お

り ま す 。  

ま た 、特 別 利 益 3 , 0 0 0 万 円 を 加 え 、純 利 益 は ３ 億 9 , 8 6 3

万 2 , 6 1 0 円 と な っ て お り ま す 。  

次 に 資 本 的 収 入 及 び 支 出 に つ い て 御 説 明 申 し 上 げ ま

す 。  

令 和 ２ 年 度 の 資 本 的 収 入 総 額 は 、3 , 8 4 2 万 3 , 3 5 0 円 で

前 年 度 よ り 1 , 5 2 8 万 3 , 3 5 0 円（ 6 6 . 0％ ）の 増 、資 本 的 支

出 総 額 は ２ 億 5 , 8 1 6 万 3 , 6 3 7 円 で 前 年 度 よ り ２ 億 1 , 7 8 3

万 2 , 7 8 0 円 （ 5 4 0 . 1％ ） の 増 と な っ て お り ま す 。  

 

 次 に 、 議 案 第 5 6 号  令 和 ２ 年 度 小 城 市 下 水 道 事 業 会

計 決 算 認 定 に つ い て で ご ざ い ま す が 、は じ め に 、令 和 ２

年 度 の 業 務 量 に つ い て 御 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

接 続 戸 数 は 、前 年 度 よ り 2 9 7 戸 増 の 6 , 9 9 9 戸 、年 間 有

収 水 量 は 1 7 0 万 2 , 8 3 2 立 方 メ ー ト ル と な っ て お り ま す 。

有 収 率 は 9 1 . 7％ で 、 前 年 度 よ り 0 . 7 ポ イ ン ト の 増 と な

っ て お り ま す 。  

次 に 、 経 理 の 状 況 に つ い て 御 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

下 水 道 事 業 会 計 に お き ま し て は 、令 和 ２ 年 度 よ り 地 方

公 営 企 業 法 を 適 用 し た 初 年 度 の 決 算 と な り ま す 。  

収 益 的 収 入 及 び 支 出 に つ い て 御 説 明 申 し 上 げ ま す と 、



9 

営 業 収 益 に つ き ま し て は 、２ 億 6 , 4 3 9 万 5 3 9 円 、営 業 費

用 は 1 2 億 4 , 0 8 1 万 1 , 1 9 2 円 と な り 、 営 業 損 失 は ９ 億

7 , 6 4 2 万 6 5 3 円 と な っ て お り ま す 。  

営 業 外 収 益 に つ き ま し て は 、1 4 憶 5 , 4 1 6 万 1 , 3 1 3 円 、

営 業 外 費 用 は 2 億 3 , 5 8 0 万 9 , 5 5 1 円 と な っ て お り ま す 。 

特 別 利 益 に つ き ま し て は 、 9 6 4 万 2 , 8 5 3 円 、特 別 損 失

は 9 4 7 万 1 , 9 2 3 円 と な っ て お り ま す 。  

以 上 の こ と か ら 、収 益 合 計 か ら 費 用 合 計 を 差 し 引 い た

当 年 度 の 純 利 益 は ２ 億 4 , 2 1 0 万 2 , 0 3 9 円 と な っ て お り

ま す 。  

次 に 、 資 本 的 収 入 及 び 支 出 で は 、 資 本 的 収 入 は 1 0 億

2 , 0 0 8 万 2 , 3 7 8 円 、 資 本 的 支 出 は 1 5 億 1 , 6 6 0 万 4 , 5 6 7

円 と な っ て お り ま す 。  

 

続 き ま し て 、予 算 関 係 議 案 に つ い て 御 説 明 申 し 上 げ ま

す 。  

 

ま ず 、 議 案 第 5 8 号  令 和 ３ 年 度 小 城 市 国 民 健 康 保 険

特 別 会 計 補 正 予 算（ 第 １ 号 ）は 、既 定 の 歳 入 歳 出 予 算 に 、

そ れ ぞ れ １ 億 2 4 1 万 ２ 千 円 を 追 加 し 、 補 正 後 の 予 算 の

総 額 を 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 4 9 億 3 , 5 5 0 万 ５ 千 円 と す る も

の で ご ざ い ま す 。  

補 正 の 主 な 内 容 で ご ざ い ま す が 、歳 入 で は 、前 年 度 決

算 に 伴 う 繰 越 額 の 確 定 に よ る 繰 越 金 を 計 上 し て お り ま

す 。  
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歳 出 で は 、県 支 出 金 の 精 算 に よ る 返 還 金 や 基 金 積 立 金

を 計 上 し て お り ま す 。  

 

次 に 、 議 案 第 5 9 号  令 和 ３ 年 度 小 城 市 後 期 高 齢 者 医

療 特 別 会 計 補 正 予 算（ 第 １ 号 ）は 、既 定 の 歳 入 歳 出 予 算

に 、そ れ ぞ れ 8 7 4 万 ９ 千 円 を 追 加 し 、補 正 後 の 予 算 の 総

額 を 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ ５ 億 8 , 2 6 8 万 ６ 千 円 と す る も の

で ご ざ い ま す 。  

補 正 の 主 な 内 容 で ご ざ い ま す が 、歳 入 で は 、前 年 度 決

算 に 伴 う 繰 越 額 の 確 定 に よ る 繰 越 金 を 計 上 し て お り ま

す 。  

歳 出 で は 、後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金 を 計 上 し て

お り ま す 。  

 

次 に 、 議 案 第 6 0 号  令 和 ３ 年 度 小 城 市 水 道 事 業 会 計

補 正 予 算（ 第 １ 号 ）は 、収 益 的 収 入 及 び 支 出 の 既 定 の 予

算 に そ れ ぞ れ 4 3 1 万 ５ 千 円 を 増 額 し 、 補 正 後 の 予 算 の

総 額 を 収 益 的 収 入 及 び 支 出 そ れ ぞ れ ３ 億 1 , 8 4 4 万 ７ 千

円 と す る も の で ご ざ い ま す 。  

収 益 的 収 入 に つ き ま し て は 、水 道 管 移 設 補 償 に 伴 う 負

担 金 の 増 額 す る も の で ご ざ い ま す 。収 益 的 支 出 に つ き ま

し て は 、浄 水 場 施 設 の 経 年 劣 化 に 伴 う 修 繕 費 の 増 額 、下

水 道 工 事 及 び 県 道 改 良 工 事 に 伴 う 受 託 工 事 費 を 増 額 す

る も の で ご ざ い ま す 。ま た 、収 支 の 調 整 の た め 予 備 費 を

減 額 す る も の で ご ざ い ま す 。  
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次 に 、 議 案 第 6 1 号  令 和 ３ 年 度 小 城 市 病 院 事 業 会 計

補 正 予 算（ 第 １ 号 ）は 、収 益 的 収 入 の 既 定 の 予 算 に 6 , 9 5 6

万 ５ 千 円 を 増 額 し 、 補 正 後 の 予 算 の 総 額 を 1 4 億 1 , 1 6 9

万 ５ 千 円 と し 、 収 益 的 支 出 の 既 定 の 予 算 に 1 , 5 0 0 万 ４

千 円 を 増 額 し 、 補 正 後 の 予 算 の 総 額 を 1 3 億 5 , 7 1 3 万 ４

千 円 と す る も の で ご ざ い ま す 。  

補 正 の 主 な 内 容 で ご ざ い ま す が 、収 益 的 支 出 は 、給 与

費 、及 び 建 物 等 の 老 朽 化 保 全 の た め の 経 費 を 増 額 し 、収

益 的 収 入 で は 、佐 賀 県 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 応 医

療 提 供 体 制 強 化 緊 急 補 助 金 の う ち 、３ 月 分 と し て 確 定 し

た 補 助 等 を 増 額 す る も の で ご ざ い ま す 。  

ま た 、 資 本 的 支 出 で ご ざ い ま す が 、 既 定 の 予 算 に

1 , 0 4 5 万 円 を 増 額 し 、総 額 を 5 , 6 4 1 万 ６ 千 円 と す る も の

で ご ざ い ま す 。  

補 正 の 内 容 に つ き ま し て は 、ベ ッ ド サ イ ド モ ニ タ ー を

購 入 す る も の で ご ざ い ま す 。  

 

次 に 、 議 案 第 6 2 号  令 和 ３ 年 度 小 城 市 下 水 道 事 業 会

計 補 正 予 算（ 第 ２ 号 ）は 、収 益 的 収 入 の 既 定 の 予 算 に ２

億 3 , 9 8 8 万 ７ 千 円 を 増 額 し 、 補 正 後 の 予 算 の 総 額 を 1 8

億 6 , 9 6 9 万 ９ 千 円 と し 、 収 益 的 支 出 の 既 定 の 予 算 に

1 , 7 4 9 万 １ 千 円 を 増 額 し 、 補 正 後 の 予 算 の 総 額 を 1 5 億

9 , 3 8 0 万 ８ 千 円 と す る も の で ご ざ い ま す 。  

補 正 の 主 な 内 容 で ご ざ い ま す が 、収 益 的 収 入 は 、他 会

計 補 助 金 の 変 更 に よ る 増 額 で 、収 益 的 支 出 は 、処 理 場 や
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ポ ン プ 場 等 施 設 の 機 器 更 新 に 伴 う 固 定 資 産 除 却 費 の 増

額 で ご ざ い ま す 。  

次 に 、 資 本 的 収 入 の 既 定 の 予 算 か ら ２ 億 6 2 5 万 ３ 千

円 を 減 額 し 、 総 額 を 1 3 億 9 , 7 2 8 万 １ 千 円 と し 、 資 本 的

支 出 の 既 定 の 予 算 に 2 , 2 7 5 万 ２ 千 円 を 増 額 し 、 総 額 2 1

億 3 , 6 3 7 万 １ 千 円 と す る も の で ご ざ い ま す 。  

補 正 の 主 な 内 容 で ご ざ い ま す が 、資 本 的 収 入 は 、他 会

計 補 助 金 の 変 更 に よ る 減 額 で 、資 本 的 支 出 は 、市 営 浄 化

槽 設 置 基 数 の 追 加 に 伴 い 、工 事 費 を 増 額 す る も の で ご ざ

い ま す 。  

 

次 に 、 議 案 第 6 3 号  小 城 市 固 定 資 産 評 価 審 査 委 員 会

委 員 の 選 任 に つ い て で ご ざ い ま す が 、固 定 資 産 評 価 審 査

委 員 会 委 員 に 欠 員 が 生 じ た た め 、後 任 の 固 定 資 産 評 価 審

査 委 員 会 委 員 と し て 峯
み ね

 良
よ し

志
ゆ き

氏 を 新 た に 選 任 す る た め 、

地 方 税 法 第 4 2 3 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ り 、 議 会 の 同 意 を

求 め る も の で ご ざ い ま す 。  

 

次 に 、 議 案 第 6 4 号  工 事 請 負 契 約 の 締 結 に つ い て で

ご ざ い ま す が 、こ の 工 事 は 、令 和 ３ 年 度  庁 舎 防 災 機 能

強 靭 化 事 業  設 備 整 備 工 事 で 、 地 方 自 治 法 第 9 6 条 第 １

項 第 ５ 号 の 規 定 に よ り 、議 会 の 議 決 を 求 め る も の で ご ざ

い ま す 。  

今 回 提 案 し て お り ま す 工 事 は 、防 災 拠 点 で あ る 庁 舎 に

太 陽 光 発 電 と 蓄 電 池 設 備 を 整 備 し 、 国 が 求 め る 7 2 時 間
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の 業 務 継 続 性 の 確 保 に 対 応 す る こ と に 加 え 、平 常 時 の 温

室 効 果 ガ ス 排 出 を 抑 制 さ せ る た め に 省 エ ネ 空 調 設 備 や

Ｌ Ｅ Ｄ 照 明 設 備 を 整 備 す る 工 事 で ご ざ い ま す 。  

契 約 の 方 法 は 、公 募 型 プ ロ ポ ー ザ ル に よ る 随 意 契 約 で 、

契 約 の 金 額 は ８ 億 4 , 3 6 3 万 ７ 千 ３ 百 円 、 契 約 の 相 手 方

は 、九 電 工
きゅうでんこう

・中 島
な か し ま

・石 橋
い し ば し

共 同 企 業 体  代 表 者  株 式 会 社

九 電 工  佐 賀 支 店  執 行 役 員 支 店 長  牛 島
う し じ ま

 秀
ひ で

朗
あ き

で ご

ざ い ま す 。  

工 期 は 、 本 契 約 締 結 日 か ら 令 和 ４ 年 １ 月 3 1 日 ま で を

予 定 し て お り ま す 。  

 

次 に 、 議 案 第 6 5 号  令 和 ３ 年 度 小 城 市 一 般 会 計 補 正

予 算（ 第 ７ 号 ）は 、歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 に 、そ れ ぞ れ ３

億 9 , 5 8 4 万 ４ 千 円 を 追 加 し 、 補 正 後 の 予 算 の 総 額 を 歳

入 歳 出 そ れ ぞ れ 2 3 3 億 9 , 0 7 6 万 ８ 千 円 と す る も の で ご

ざ い ま す 。  

第 ２ 表  地 方 債 補 正 は 、「（ 仮 称 ）小 城 フ ッ ト ボ ー ル セ

ン タ ー 整 備 事 業 」 を 追 加 し 、「 臨 時 財 政 対 策 債 」 の 限 度

額 を 変 更 す る も の で ご ざ い ま す 。  

 

そ れ で は 、補 正 の 主 な 内 容 に つ い て 、ま ず 歳 出 か ら 御

説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 

第 ２ 款  総 務 費 で は 、 新 規 事 業 で ご ざ い ま す が 、「 特

定 地 域 づ く り 事 業 推 進 補 助 事 業 」に つ き ま し て は 、人 口
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が 減 少 し て い る 地 域 に お い て 、就 労 の 場 を 創 出 す る 特 定

地 域 づ く り 事 業 協 同 組 合 に 対 す る 補 助 金 を 計 上 し て お

り ま す 。  

次 に 、「（ 仮 称 ） 小 城 フ ッ ト ボ ー ル セ ン タ ー 整 備 事 業 」

で ご ざ い ま す が 、造 成 に 伴 う 工 事 請 負 費 等 を 計 上 し て お

り ま す 。  

 

第 ３ 款  民 生 費 で ご ざ い ま す が 、「 三 日 月 幼 稚 園 施 設

維 持 管 理 事 業 」に つ き ま し て は 、フ ェ ン ス の 嵩 上 げ 工 事

費 を 計 上 し て お り ま す 。  

次 に 、「 生 活 保 護 総 務 費 」 に つ き ま し て は 、 旧 授 産 場

の 解 体 費 用 等 を 計 上 し て お り ま す 。  

 

第 ４ 款  衛 生 費 で ご ざ い ま す が 、「 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル

ス ワ ク チ ン 接 種 事 業 」に つ き ま し て は 、ワ ク チ ン 接 種 の

実 施 体 制 確 保 に 必 要 な 委 託 料 等 を 計 上 し て お り ま す 。  

次 に 、「 新 公 立 病 院 建 設 事 業 」 に つ き ま し て は 、 多 久

小 城 地 区 医 療 組 合 が 設 立 さ れ た こ と に 伴 う 負 担 金 を 計

上 し て お り ま す 。  

 

第 ７ 款  商 工 費 で は 、新 規 事 業 ご ざ い ま す が 、「“ 小 城

支 え 愛 ”感 染 対 策 認 証 店 支 援 事 業 」に つ き ま し て は 、佐

賀 県 で 実 施 し て お り ま す“ 佐 賀 支 え 愛 ”感 染 対 策 認 証 制

度 の 認 証 を 受 け た 飲 食 店 に 対 す る 支 援 金 を 計 上 し て お

り ま す 。  
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第 1 0 款  教 育 費 で ご ざ い ま す が 、「 中 学 校 施 設 改 善

事 業 」に つ き ま し て は 、新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策

と し て 、三 日 月 中 学 校 と 芦 刈 中 学 校 の 特 別 教 室 に 空 調 設

備 を 整 備 す る も の で す 。  

な お 、 人 事 異 動 等 に 伴 う 職 員 等 の 人 件 費 に つ い て は 、

今 回 の 補 正 に お い て 計 上 し て お り ま す 。  

 

以 上 、歳 出 の 主 な 内 容 に つ い て 申 し 上 げ ま し た が 、歳

入 に つ き ま し て は 、事 務 事 業 に 伴 う 国・県 支 出 金 、市 債

の ほ か 、額 の 確 定 等 に よ る 地 方 特 例 交 付 金 及 び 地 方 交 付

税 、財 産 収 入 、繰 入 金 、繰 越 金 を 計 上 し 、財 政 調 整 基 金

繰 入 金 に よ り 財 源 を 調 整 す る も の で ご ざ い ま す 。  

 

続 き ま し て 、諮 問 関 係 議 案 に つ き ま し て 御 説 明 申 し 上

げ ま す 。  

 

ま ず 、諮 問 第 １ 号  人 権 擁 護 委 員 候 補 者 の 推 薦 に つ い

て で ご ざ い ま す が 、人 権 擁 護 委 員 の 原 田
は ら だ

 保 則
や す の り

氏 が 、令

和 ３ 年 1 2 月 3 1 日 を も っ て 任 期 満 了 と な り ま す の で 、

再 度 推 薦 す る た め 、人 権 擁 護 委 員 法 第 ６ 条 第 ３ 項 の 規 定

に よ り 議 会 の 意 見 を 求 め る も の で ご ざ い ま す 。  

 

次 に 、諮 問 第 ２ 号  人 権 擁 護 委 員 候 補 者 の 推 薦 に つ い

て で ご ざ い ま す が 、 人 権 擁 護 委 員 の 南 里
な ん り

 ひ ろ 子
ひ ろ こ

氏 が 、

令 和 ３ 年 1 2 月 3 1 日 を も っ て 任 期 満 了 と な り ま す の で 、
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再 度 推 薦 す る た め 、人 権 擁 護 委 員 法 第 ６ 条 第 ３ 項 の 規 定

に よ り 議 会 の 意 見 を 求 め る も の で ご ざ い ま す 。  

 

次 に 、諮 問 第 ３ 号  人 権 擁 護 委 員 候 補 者 の 推 薦 に つ い

て で ご ざ い ま す が 、人 権 擁 護 委 員 の 相 浦
あ い う ら

 守 夫
も り お

氏 が 、令

和 ３ 年 1 2 月 3 1 日 を も っ て 任 期 満 了 と な り ま す の で 、

後 任 の 人 権 擁 護 委 員 と し て 、江 里 口
え り ぐ ち

 愛 子
あ い こ

氏 を 推 薦 す る

た め 、人 権 擁 護 委 員 法 第 ６ 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ り 議 会 の

意 見 を 求 め る も の で ご ざ い ま す 。  

 

続 き ま し て 、報 告 関 係 に つ き ま し て 御 報 告 申 し 上 げ ま

す 。  

 

ま ず 、報 告 第 ８ 号  令 和 ２ 年 度 小 城 市 一 般 会 計 継 続 費

精 算 報 告 書 で ご ざ い ま す が 、固 定 資 産 評 価 替 業 務 委 託 事

業 を 平 成 3 0 年 度 か ら 令 和 ２ 年 度 ま で の ３ 箇 年 、 道 路 網

及 び 都 市 計 画 道 路 見 直 し 事 業 を 同 じ く 平 成 3 0 年 度 か ら

令 和 ２ 年 度 ま で の ３ 箇 年 の 継 続 事 業 で 実 施 し て お り ま

す 。  

こ れ ら の 事 業 が 令 和 ２ 年 度 に 完 了 い た し ま し た の で 、

地 方 自 治 法 施 行 令 第 1 4 5 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 、 継 続

費 の 精 算 報 告 を す る も の で ご ざ い ま す 。  

 

次 に 、報 告 第 ９ 号  専 決 処 分 の 報 告 に つ い て で ご ざ い

ま す が 、令 和 ３ 年 ３ 月 ２ 日 、市 が 管 理 す る 市 道 西 町 線 で 、
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相 手 方 車 両 が 駐 車 場 に 進 入 し よ う と 歩 道 に 乗 り 入 れ た

際 、イ ン タ ー ロ ッ キ ン グ の ブ ロ ッ ク が 跳 ね 上 が り 、車 両

を 損 傷 さ せ た も の で 示 談 が 成 立 し 、小 城 市 長 の 専 決 処 分

事 項 の 指 定 に 関 す る 条 例 第 ２ 条 第 ３ 号 の 規 定 に よ り 、令

和 ３ 年 ５ 月 1 7 日 付 で 専 決 処 分 を し ま し た の で 、 地 方 自

治 法 第 1 8 0 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 報 告 す る も の で ご ざ

い ま す 。  

 

次 に 、 報 告 第 1 0 号  専 決 処 分 の 報 告 に つ い て で ご ざ

い ま す が 、 令 和 ３ 年 ６ 月 2 6 日 、 市 が 管 理 す る 市 道 谷 ・

両 新 村 線 で 、相 手 方 車 両 が グ レ ー チ ン グ 付 近 を 通 過 し た

際 、変 形 し て い た グ レ ー チ ン グ が 跳 ね 上 が り 、車 両 を 損

傷 さ せ た も の で 示 談 が 成 立 し 、小 城 市 長 の 専 決 処 分 事 項

の 指 定 に 関 す る 条 例 第 ２ 条 第 ３ 号 の 規 定 に よ り 、令 和 ３

年 ７ 月 3 0 日 付 で 専 決 処 分 を し ま し た の で 、 地 方 自 治 法

第 1 8 0 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 報 告 す る も の で ご ざ い ま

す 。  

 

以 上 、今 定 例 会 に 提 案 を い た し て お り ま す 議 案 に つ き

ま し て は 、そ の 概 要 を 御 説 明 申 し 上 げ ま し た が 、御 審 議

の 上 、御 承 認 賜 り ま す よ う よ ろ し く お 願 い 申 し 上 げ ま し

て 、 提 案 理 由 の 御 説 明 と さ せ て い た だ き ま す 。  

ど う ぞ よ ろ し く お 願 い 申 し 上 げ ま す 。  


